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はしがき

原生的労働関係の端緒 

明治20年代おける原生的労働開係 

'工場法運動の端緒 

工場法制定運斷の原開 

r工場法と労働問題J について

( 1 )

ここにとりあげた r工場法と労働問題J は，明治40 

年 12月22日およぴ23日の雨日，当時の東京帝国大学法 

科大学で開催された社会政策学会第1 回大会での報告 

および講演を収め，明治42年に出版されたものである。 

これは, I 872年， ドイツに成立した社会政策学会の年 

報 , "Sch riften  des Vereins fiir S o z ia ip o lit ik "に 

傲ったものといわれ，今日，御あの水書房から史料集 

成として覆刻されたものをみれぱ，つぎのような内容 

から成っている。

(1)工場法と労働問題a 9。8年）

(2)関税間題と社会政策（1909年）

(3)移民問題（l 9lt>¥)

(4)市営事業ひ911年）

(5)労働保除（1912年）

(6)生評費問題（他 3年）

00労働♦議  <：1914ギ）

(8)小農保護問題（1915'ギ）

(9〉社会政策より観たる税制問題（iQie年）

似官業及保護会社問題（1917年）

な力小工業問題（1918年）

(1̂ 婦人労働間题（1919年） 

dさ賞金制庇並純益分配制庇（1922み）

となっている。はとんど明治末期から大正求勘にかけ

て，この学会がたんに社会政策のみならず，さまざま 

な経済問題にたいして仏った関心の深さをうかがうこ 

とができよう。 ■

大会第1 日の奨頭に,帝国大学教授,法学博士金井延 

が，開会の辞を行ったが，これは，この前に掲げられた 

社会政策学会第1 回大会記事とならんで，この学会成 

立の経緯をもっとも恼潔にわれわれに呈示してくれる。

この学会は， r明治29年，神田今パI小路，玉衆亭（こ 

' の玉泉亭はいま，筆墨や礎などの，いわゆる習字用品の老舗 

として現存している……筆者註）に於て独逸工場法の輪 

講をなしたるに初るj (社会政策学会第1 回大会記事） と 

あるように，はじめは少数の同学者のグループにすぎ 

なかった。そして第一日目の開会の辞のなかで金弁は， 

明治29年の 4 月 2 日に第一回目の会合をもち，この当 

時はまだ社会政策学会という名称は定まらな '^、状態 

で，明治31年10月に，神由の青年会館において講演会 

を開いている。この当時,活動的なメンバーのなかに 

この大会の大会委員のひとりとして重きをなしていた 

高野岩三郎の実兄，高房太郎がいたことをのべて，

金弁は高grfの活動を賛えているが，注目すべきことは， 

かの悪名高い治安警察法発布の年，明治33年に，この 

学会は，いわゆる社会政策学会趣意書なるものを発表 

し，社会政策と社会主義との区別を強調していること 

である。すなわち，これは本卷にも掲げられており，

Lft耍であるので，やや長くなるが，その全文を紹介し 

よう。 ，

r近時我邦の実業は長足の進歩を為し，国富の増進 

熟に箸しきものあり，是れ余错の大いに悦ぶ所な 

り，然れども之が為めに貧富の懸陽稍や其度を高 

め，随て社会の調和次第に破れんとするの兆あり， 

殊に資本家と労働者との衝突の如きはB に其筋芽,
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社会政策学会史料集成編纂S 員会監修 
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社会政策学会史料集成編纂委員会監修r工場法と労働間題j

ずんぱあらず今にして之が救済の策を講ぜずんぱ， 

後日脑を綴むも其れ或は及ぶこと無け.ん，股鑑遠 

からず夫の欧洲に在り, 於是呼余竊參相集って本 

会を組織し此間題を研究せんと欲す 

余楚tネ放任主義に反対す，何となれば極端なる 

利己心の発動と制限なき自由競争とは貧富の懸隔 

を甚たしくすればなり, 余窺は又社会主義に反对 

す，何となれぱ現在の経済組織を破壊し資本家の 

絶滅を図るは国運の進歩に害あれぱな.り，余輩の 

主義とするところは現在?)私有的経済担織を維持 

し，其箱囲内に於て⑤人の活動と国家の権力をに 

依て階級の軟操を防ぎ，社会の調和を期するに在 

り，•此主義に基きて内外の事例に徴し，学理に照 

し，社会問題を講究するは実に是れ本会の目的な 

り，政て此に趣意書を草して, h :湖の諸子に告ぐ。 

以上の趣旨をもって，社会政策学会は，明治40年12 
月22日，2 3日，24日の3 日間にわたり，第 1 回大会を 

開他し，第 1 回大会会員としては，金弁M , 山崎覚次 

郎，高野岩三郎，福 ffl徳兰.，矢作栄蔵，塩沢昌贞，河 

津遥，建田静大郎，中高信虎, 桑由熊蔵,平田徳次郎が 

選ぱれ，以下のような順序で東京帝国大学法科大学第 

S2番教室に於て開会された。第 1 日の12月22日は，金 

井延の開会の辞につづいて，工場法詩議および懇親会 

が行われ, 第 2 日23日には講演そして第3 日の24日に 

は，印刷局工場，芝三ffl煙草製造所，鐘測妨績会社エ 

場, 東京養育 院̂を兄学している。

注目すぺきは，大会第2 日の報告内容がきわめて広 

机且つ多彩であることである。第 1 日の工場法討議の 

報告が, を井延（東京法科大学教授法学博士)，桑田熊蔵 

(貴族院譲員法学博士)，m 岛剑;治 （京都法科大学教授法学 

傅士） .によって行わわ た̂あと，会員の射議が行われた 

ゼ、, この工場法討議に関連して，第 2 日に，つぎのよ 

うな順序で講演が行われたところに大きな意義があっ 

た ■
講演 .

社会政策上の家内工業

東京法科: 学 教 授 河 津 M 

工場内の空気と職工の健康

医学博士横手千代之助 

農業と社会問題

東京農科大学教授横兆時敬 

'労働者問題解決の思潮

. 来京法科大学教授高野岩三郎 ,

☆の力と人の力

神戸高等-商業学校教授津村秀松 

国 際 的 労 働 問 題 , ,

東京高等卸範学校教授中高信秀

r - ジーランドJ の社会政策

東京法科大学教授山崎覚次郎 

農 民 の 教 育 .

法制局参事官棚 ira国男 

丁妹の生産組合

京農科大学教授矢作栄蔵 

rツアイス」工場の社会的設備

慶晦義盤大学教授.福田徳三 

帝国鉄道庁救済組合に就て

帝国鉄道庁参事小林源蔵 

社会に於けるl i エの地位

東京高等工業学校長手島精 -^

労働の本質を論じて労働者と資本.家との関係に及ぶ 

早稲旧大学講師塩沢昌 

社会間題

法学士平田德次郎 

金弁，旧島および桑a の三報告の内容，およびこれ 

らの報告を中心としてどのような討論が展席されたか, 
この点について考察するが，その前にわが国における 

原生的労働関係の形成と, その克服の過程において出 

現した工場法案そのものについて考祭することにしよ

( 2 )

産業本命の展開を背景とする労働問題は，いわゆる 

原生的労働関係の成立をもってその序m をなす。イギ 

リスの場合，それは，綿妨績業を基軸として展開され 

た機械制大工業の下での児童および婦人労働者の労働 

時間，労働環境，衛生および安全の問題にたいする法 

的規制として現象したことは，周知のところである。

わが国の場合，原生的労働関係は，はじめ端緒的に 

は繊維産衆:よりはむしろ，廣坑業においてもっとも顕 

箸な形をとったことは，明治初期の争議が，はとんど 

鉱山に限られているととからも明らかである6 その理 

由は，当時，基幹労働力が奴謙的な囚A 労働であった 

ことに由っている。但し，旧藉時代から続けられてき 

た途：， 銅山と，明治1S年以後，鉄道およぴ納績業 

の勃興とともに，その燃料部門として隆盛期に入った 

炭坑業とでは，労働の組織,救恤の形熊および労働者 

の意識や団結の仕方においても，いちじるしい差興が
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みられ，それが労働運動のあり方をかなりの程度規定 

するものとなった。

旧幕時代からの長、曆史を有する金山では，労働者 

組織の規模も大きく，労務管理も系統的に行われ，さら

の舎屋に収容し，共同生活をさせることによって，石 

炭業における労働力の雄保を意因したものであった。 

すなわち，労働逃亡の防止のための強制的な施  

設であり，明治初年における封建的な労働組織の制度

に友子同盟が，坑夫の相互扶助，団紹ぉょぴ教^ fの中 
(1> ,

心として存在し，全国的に可動的な労働市場が形成さ

であって，筑豊の炭田，とくに闻岛炭坑において典型
( 3 )

的なものがあった。

れていた。従って労働移動の面では他の産業に比ぺて， 

より近代的な労働者としての色彩をもち，歴史的にも 

っともカ朔く，自覚性と主導性に富んて，いた労働者で 

あり，片山潜もいうように， I■彼らの相；S：関係は非常 

にあたたかく，また心からのものであった。独身者は 

みな共産主義的な生活をした。彼らは，日本中を何の
C2)

困難もなく旅行することができた」という評価も生ま

れうるのである，

これと比較するならば，労働者が納屋頭によって募 

集され，使役された炭坑の場合は，暴力的ないし誘惑 

的な手段によって，労働力を調達することが一般的で 

あったという点で，金銀山ときわ立った対照性を示し 

ていた。すなわち，労働組織もおI建的で中間摔取の余 

地が大きく，極端に劣悪な労働条件の結果，労働者の 

反抗も，必然的に暴力的，一 撥的旗向をおびざるをえ 

なかったのである。金山の場合の争議は，主として新 

技術の導入を契機とするものや，政治的な因によっ 

ておこる-暴励が多いのに反し，炭坑の場合には，奴辣 

的な囚人労働にたいする抵抗運動としての争譲が主流 

となっていた。従って，この区別を無視して，ただ一 

義的に，暴励として評価することは妥当ではない。

明治初期の炭坑争譲として，何人も高鳥炭坑事件を 

思いうかべるであろう。ここにおける原生的労働関係 

を規定するものとして，納屋制度に注目する必耍があ 

る。こめ制度は，炭坑経営まと特殊な関係にある納屋 

頭なる者が，独特な方法で募染してきた労働者を，特定

これらの炭坑では，坑夫の募集に応ずる者が甚だ少 

なかったため，誘惑同様の手段で榮められ，展い入れ 

られた労働者は, 納屋頭との間に，撒制的に封建的な 

愿用関係を結ばせられた。高鳥炭坑の場合，これらの 

炭坑夫は，山ロ，熊本，大分および鹿児鳥の譜県出身の 

農民がぼ倒的に多く，劣悪な労働条件の下におかれ， 

「昼ハ少シノ副食物アルモ, 朝夕ハ清杨ノミ，衣服ヲ 

着セズ, 冬ニ至リチ, 据複弊害ナルれヲ著ケルノミデ 

アッタ」 という。

いまもし，納屋制度ニ飯場制度の性格,その本質を 

規定するならば，つぎのように言'うことができる。1) 

坑夫と納屋頭，飯場頭との間には, 封建的な親方，子 

方関係が支配的であること，2 )坑夫を納屋に拘来し， 

緊縛するために，徹底した実物給与制がとられている 

とと，3 )ザ働力の担い手としてめ坑夫の確保，逃亡の 

防止機関としての役割を果していること。これはひと 

つには，恍夫募巢の困難からくるものと，いまひとつ 

は，内部における私的制栽や虐待の状況が外部に知ら 

れるのを警戒したためであり，そのために納屋頭は， 

その地方の地主や住民愈代と約束し,逃亡者の差し押 

えを依頼し，これにたいする報酬が支払われたはどで 

ある。4 )納屋頭は，鉱山主から仕事を請貪い，これを 

0己下の労働者に分担させており，試山主は労働統轄に 

ついては，一切の権限を納屋頭の一存に委ね:■〔おり， 

従って問接雇用であるとと，5) ® 主に代って坑夫取綺 

りに任ずる納屋頭にたいして，賃金が- 4 舌して支仏わ

注（1 ) 足•尾銅山労働運動史には，つぎのようにのべられている。rこうしてむすばれた親方子分の関係は，飯場制度とむす 

びつき，親分:のためには墓石までつくるという封建的なれい厲関係と，友子相互問の共済によって坑夫の不満をおさえ， 

その闘ホ力を去勢化した。このため，資本家が当然鱼担しなけれぱならない炎fTず補償費を自担しないですむため，明治 

中頃あ/■こりから，友キ制度は資本家によって育てられるようになる。

しかし，友子制族は坑夫たちのIきあ的体だったため,時には坑夫たちの不満を岡♦ にまでくみあげるととができた。 

この例として，明治40ギの暴動当時，永岡を中心に山中当番を組織し，闘争のゆ体としたが，会社と飯場の速合によゥ 

ておしつぶされた。これにこりて会社は，山中委良を鹿止し，® 役がかわって運営する坑央飯場机合または鉱職夹組合 

につくりなおし，飯場制度の中にくりいれてしまったJ (足m铜山労働組合編r足培銅山労働運動史J , 1958̂ 1̂  42MX
( 2 )  Sen Katayama, The Labor Movement in Japan, Chicargo, 1918.山辺條太郎訳T日本における労働運動j (片

山被 ！■ ロ本の労働通勘j , 傲 ! 文 版 ，1952CIS所収) , 30933：参照。

( 3 ) 高岛谈坑III滿については，明治21ィr :6 jn 8 fci究行の雑誌m 本人J 所載の記能松岡好"^ r高岛炭统iiij励によって，

一斉に世の注を浴びたが，これについては主として，r明治文化全紙!，第6 巻，社会篇，昭 和 版 ，日本評論社， ,
所載を参照。 . •
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れ，その後，諸経費を差し引いて，各坑夫に支払われ 

ること等‘，であった。

以上のことから明らかなように,納屋制度ニ飯場制 

度こそは，炭坑業における原生的労働関係の根源であ 

った。しかしここで問題となることは，頭領制との関 

連であろう0 明治前期，九州の炭坑では，頭Mは，坑 

ま寡染，採炭請負 ,納屋請食の三つの機能を営み，その 

限りでは絶大な権限をもち，たんに納屋を経営管理す 

るにすぎない納屋頭とは，明確に区別される，納屋制 

度は，頭領制が崩壊して，その結果としてあらわれた 

ものであり，その権限が，坑夫募集に局限されるよう 

になったこと，すなわち,’採炭作業における経営者の 

監督権が確立し，経営者の側に，坑内作業の監督者が 

.準備されたことを意味する0 ' ニ大労働過程としての採 

炭と運搬のうち ,捲揚後の採用により，運搬過程が機械 

化されたことは，石炭産業の⑩城イヒに一時期を画した 

ものであったにもかかわらず，原虫的労働関係は，こ 

の納屋制度の下でもっとも酷烈をきわめたのであった。 

われわれはこれを高鳥炭坑について検討してみよう。

明治16年, 高島炭坑日記によれぱ， r 7 月26日，政論 

新聞記者安岡娘吉， 8 月 9 日，朝新聞犬養毅来島し， 

精密に調査したJ 旨記されている。また24日には，誓保 

局長，淸浦歪吾，重役を招いて9 ヶ条にわたって厳重 

な注意を促したのであったが，そのなかの「第三ノ注 

意事項J として， .
r納屋頭ヨリ坑夫へ支給スル諸物品売上ゲノ件ニ 

付，坑夫ヨリ苦情ヲ招クコト又ハ不当ノ代価ヲ負： 

リ，其他不正ノ所業無之様，炭坑社ュ於チ監督ス 

ル事J.
と書かれている。このように，高鳥炭坑にたいする世 

論および監督庁の藍视の眼が次第にきびしくなったこ 

とを物語っていると思われる。とくに会社は,このこ 

とを理由として，納屋頭の利益および権限の縮少をは
< 4)

かりつつあった。

その当時，高高炭坑の賃金状態はどうであったろう 

力、。明治21年作製の文書, r高島炭犹衛生の記i f f Jと称
( 5 )

せられる文書によれぱ，つぎのように書かれている。 

r納屋頭ノ所得ハ，坑夫ポ業六分ヲ手数料トシチ 

領収シ，其他贿料ニチ多少ノ利益ヲ得ル敌ニ，坑 

夫ノ多少，事業賞ノ多少ュヨリ不同アレドモ，大

概ー納屋^シチーヶ月三十円以上六七拾円ノ利益 

ヲ得ル。

坑夫一日ノ経費並ニ所得

坑夫一日ノ賞錢ハ;:!五 a リ二三銭ュシチ，賄料

其他需用品の差引キー日ニ得ル所ノモノハ概ネノ、 
X- C6)
銭乃至拾錢以上ニ当ル........Jo

中問摊取がいかにひどかったか，想像に余りある。 

とのような異常な低貧金こそ，まさに原生的，労働関係 

を象徴していたといえよう。

賃金形態は, 日給（時間払）赁金もあったが， とく 

に採炭夫についてほ，最も普通め形は，出来高仏い賞 

金であったが，一般に納屋頭は，採炭量を不正に記帳 

し，採炭量を偽り，炭坑夫の貴金額を不正に肖I)減する 

ことが普通であった。このようにして炭坑および金属 

鉱山における原生的労働関係はきわめて特異且つ深刻 

なるものがあったが, わが国の場合，工場法あるいは 

鉱山取输法の形で社会政策が最初にあらわれたのはこ 

の部門においてではなかった。その理由は，まず第一 

に この業が囚人労働を塞幹労働力とする奴謙労働で 

あり，基本的人権が，全くといってよい握無視されて 

いたこと，第二に，地上の世界から隔絶された地下労 

働という特殊な労働環境のため,労働者状態の劣悪さ 

が世諭の注目するところとなりにくいことが考えられ 

るが，いまひとつ，輸出政策の上からみて，繊維産業 

と比较して石炭およぴ貴金属がそれほど重要な地位を 

占めていなかったことも考えられよう。

( 3 )

明治20年代におけるわが国における工場労摘者は,

まず第1 に造船業および製鉄業を中心とする重工業労 

働者，そして，第 2 に，綿妨績業に代表含れる女子労 

働者が，その重要な部分をしめセいたということがで 

きる。谊工業労敏(者の状態について，明治初年に横須 

貧造船所において，職工規則が定められたこi は重要 

である。

明治6 年に制定された横須貧造船がドのr月絵職工服 

務心得j によれぱ，「4 月14日従来本所職工ノ13給ハ 

技能ノ傻劣ニ因リテ十銭乃至三十ヲ程度トシタル 

ュ，近年新事業ヲ剑起セル他ノエ作所ハ官立ト私立ト

注（4 )  r高岛炭坑事務長日誌抜要j ( 日本労働連動史料養員会i•日本労働運動史料j 第一*巷'，同刊行療員会，19624}̂ , 66H<,
( 5 ) 同上，6域 。 ’

( 6 ) 同上，69ュも
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ヲ問ハス概ネ過当ノ傭料ヲ給与スルヲ以チ本所ノ鉄工

中少シク技能アルモノハ住み此等ノ工場ュ転傭セラル 
< 7)

ルニ至ルj ，という状況で，明治6 年にすでに労働力確 

保のために，経営者は苦處しなけれぱならなかった。 

その対策として考案されたものが， r月給職工制j の採 

用であり， r新タュ月給職工ノ制ヲ設ケ技能優參者ヲ 

選抜シチ此部内ニ入レ公休若クハ揺病不参ノ日ニ於ケ 

ルモ其収入ニ損失ナク彼ぎヲシチ永久本所ニ服務スル 

ヲ望マシメ又此新制ヲ施行スルト同時ニ従来頭目等ュ 

給与シタル扶持米ヲ廃シ彼此平均シテ定额面ニ増加ナ 

カラシムぺキヲ議決シ之ヲ海軍省ニ具串セリj という 

状況であった。

，明治9 年には，海軍省は，熟練労働力の一層の確保 

のため，主船察定雇職工規則を定め，造船エギに従ギ 

する熟練労働者にたいして，定雇職工年期を，以下の 

4 期に分け，職工の足留め策を强固なものにしようと 

した。すなわちその第三条には,つぎのように規定さ 

れている。

第ぢ条定雇職工年期左ノ如シ 

年齢十五年ヨリ同十九年迄ノ者洽篇年 

年齢二十年3 リ同二十三年迄ノ者七筒年 

年二十旧年ヨリ同二十六年迄ノ者五筒年 

年齢二十七年3 リ同四十年迄/者 

此期間中ハ何様ノま故アリトモ決シチ退業セシム 

へカラサルハ勿論ノコトナレトモ父兄ノ死亡ニ付 

相続等ュ係ル義理適当ノ事故ハ戸長奥印ノ上其所 

瞎地方官ノ '添書ヲ以チ主船察ニ願出ルトキハ證議 

ノ上可差免?If。

この規定によれぱ，例外的な場合を除いては，職工 

は一 定̂期間，造船所に拘束される契約であることが明 

らかである。この定雇職工の.下に，明治9 年，これと 

は別に満15歳以上の職工および人夫が照;n され，極端 

な低貨金で雇用されることが記録されている。

[職工志願t シチ業前無之者入業ノ儀以来満十五 

歳ハ日給三銭ヨリ拾ニ銭迄ヲ給シ満十六歳以上ハ 

日給拾四銭ヨリ拾A 銭迄ヲ給スルト定ム尤試験ノ 

上其摸様ュ寄り規則外ノ俄モ可有之2]f j。

これは，さきの定履戯ェとは対照的に，いわゆる不

熟棟労働者についての規定であると考えられる。

労働力確保の点では，量的には一応その目的が達成 

されたとしても，その質は要處すべき状態にあった。 

明治15年，横須貧海审船鹿は, 事業所内に，職工組合 

を設けるととを内则として定めている。いうまでもな 

く，これは，経営者が，その労務管理の必要上，経営 

政策として廣定されたものであるが，本来，労働組合 

が自発的に行うべき性格の問題を,’ 経営管®者が卒先 

して提唱しているものであり，日:i 的労務管理政策の 

一側面を代表するものとして，注目すぺきものがある。

「職工組合内則j の前文には， ぎのようにのべられ 

ている。

. 「四月二十一日本所各職場多人数ノ職工工業 ‘ ノ際 

勤情其外僅ニーニノ技術判任宜ニチハ鬼角槐察行 

届ス自然犯則ヲ生シ义材料參ノ冗費ヲ生ズル虞ア 

リ依ツチ職工こ組合ヲ置キエ手ノ中ヨリ伍長ヲ命 

シ之等ュ対スル取缔トシタキ旨去ル二月四日伺出 

テシニ修正ノ上本日認可セラレタリ」。

興味深V、ことは，職工組合創設の.動機といわれる 

r犯則者」の発生や r材料等ノ冗費J という現象であ 

る。 [造船所職工内則J 第一条には，つぎのように規定 

されている。 . ‘
r職工組合ハ各工場-諸股ヲ取输リ工業ヲ波滞ナ力 

ラシメ職工各g  ノエ芸ヲ進修せシメ行状ヲ篤厚ナ

ラシムルヲ本旨トスJo

さらに第五条には，

「伍長及組合ヲ誘導奨励シエ業ニ波滞勿ラシメ其 

勤,怠ヲ視察シ諸事取输上ニ注目シ務メチ職#ノ弊 

風ヲ更生スルニ注意シ若不行届ノコトアレハ主任 

■ 其責ニ任スヘシJ 

と規定されている。「工芸ヲ進11̂ セシメ…，，. J という表 

現からすれば，職工の技術修得を目的とするように思 

われるけれども，主任がその資任において， r伍'長及

組合ヲ誘導奨励シ ........其勤怠ヲ視察シ  J とV、う内

容からみると，労称管理的色彩が濃厚である。この内 

則は，明治20年に至って，改正され，第-^章総則，第 

ニぎ伍長，第三章下縮，第四章組合員とされ，全25条 

から成り，，その特徴は，紙合およびこれを構成する職
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制および組合員について，明雄な規定がみられること
(1 3 )

である。

第一条には，職；]:組合について， r職工祖合ハエ場 

諸般ノ整頓ヲ主トシエ業ニ波滞ナグ工夫以下ノエ芸ヲ 

進メギ等ニ規則ヲ遵參セシムルヲ以チ本旨トス_ ) と規 

定され，伍長は，第六条に， 「工場長及工場掛官ノ指 

fiP ニ従ヒ組合員ヲ誘導シチ規則ヲ遵享セシメ過誤アレ 

ハ之 レヲ墙正シ相與ニ工業ニ勉励スヘキモノトス」 と 

のべられているように，職工組合とは，労働者の監督 

のための機関であり，それは，第二十条の規定，「組 

会員ハ誠実ニ規則ヲ遵參シ伍長及下蹄ノ指揮ニ従ヒ協 

同一政其ノ職務ヲ勉励スヘシJ とあるように，まった 

く上からの労働者統轄ゆための組織であったことがわ 

かる。

以上のように，原生的労働関係は，重工業において 

も浸透していたが，一応, 労務管理体制の整備♦強イ匕 

と相まって勞務統ぽが進んでいた。他方，労働者の# 
間にもま覚がたかまり，やがて明治20年代に入るや同 

盟進エ組にみられるように, 労働者の自発的，自主的 

な組織の結成が試みられるに至った„ その意味で労働 

者の団結が,原生的労働関係に谢止めをかけたわけで 

ある力;，これと対照的なのは綿妨績業であった。わが 

国における機械制綿坊緯業は，すでに明治10年代には 

じまり，20年代後期に隆盛期を迎える。この時期は， 

原生的労働関係の時代であるとともに，またはげしい 

労働力，奪の時代でもあった。労働時間については， 

極端な長時間労働が强制されたことが記されている。 

「明治十二三年前鹿児島及群妨績所ュ於チハ日出a リ 

日没迄ノ操.業ニシテ精ニニ三時間ノ居残リヲ為シタル 

コトアリ.*...，二十年以後ニ於チハ各工場トモ昼夜業ナ 

ル如ク故ニ職工労働時間ハ昔ヨリ今ニ至ル迄或特別ノ 

場合ヲ除ク外十一時問乃至十二時間ヲ下ルコトナク時 

二十四時間乃至十A 時間以上ノ労働ニ服スルコトアリ

19世紀初頭のイギリスにおいて，工場法制定の契機 

となった原生的労働関係にも劣らぬ背酷な労働条件で 

あると、、わなけれぱならない。この時期に早* くも, 熟 

練労働者の深刻な不足に悩まされた妨績資本の労働力 

引きぬきに■狂部する様は，虚督窗庁たる廣商務省をし

て，わが国固有の淳風M俗を労働者から奪うものとし 

て，概嘆させたはどであった。

r明治二十年以前ュ起リタル工場ノ多クハ其地方 

貧民ュ産業ヲ授クル目的ヲ以チ起リタルキノュチ 

其規摸狭小少数ノ職エニチ事足ルヲ以チ男女工共 

其附近ノ市邑村落ヨリ通勤スルモノ ノミナリ故ュ 

其賃金比較的低廉且ツ勤続スル者多シ。

明治二十一二年以後工場ノ増設職工需要増加シ 

其供給施囲モ工場所在地外二直リニ十K 年頃 HTリ 

各社一般寄宿舎又ハ社をヲ設ヶ他地方ョリ募'進シ 

タル職工ヲ収容スルュ至レリ現今各工場ニ於チ使 

役セル職エノ三四割乃至五六割以上ハ寄宿舎又ハ 

社宅在住 / モノナリ。 ，

此ノ如ク職工需要增加供給不足ヲ告クルヤ赚：C 

ノ逃走学奪頻繁トナリ，遂ニニ十五年ニ至リチ職 

エ争摩ニ関シ私栽ヲ開始スルュ至レリ之ョリ以後 

職工ト傭者トノ■係ハ亦昔日ノ如クナラス職エ従 

順ノ美風地ヲ掃ヒ解雇逃走意トザノレュ至リ傭者 

又互ニ職工ヲ争奪シ其極血ヲ流シタルコトプリ( U  

ところで，労働者募集および管理の方法は，たとえぱ 

鐘ヶ渊妨績株式会社のよケな大親摸企業と，P J山妨績 

株式会thにみるような中規模企業とでは異なっていた。 

鐘妨の寄宿舎についてつぎのようにのべられている。 

r室長たり得る者は必ずしも人物，年蹄，勤続の 

如何に依るにあらず雇入の当時に於て教ま^ありオ 

智ありと思はる\ 人を抜擢してこれに任するのみ， 

女工手取缔 i して男女二人宛を任ぜり。特に男子 

を配したるは，当時女工手のー処に多数集合せる 

を奇貨とし，浅草辺のロ;V所又は賤業に従事する 

者等が，人を廻し或は自身に来りて妨績工賃の低 

きを説き,他の賤業に転ぜしめんと教唆するもの 

ありたるにより，これが監視を為さしめんとした

る為めなり........J 0

女工手募集の手続は先づ人を各県に派し，年齡 

十五歳より二十五歳迄を雇入る。途中旅費は道程 

の遠近によりて自づから差別あれども，一人平均 

2 l, 六円にて一時会社に於で支弁し漸次女工手の 

工賃より徴収せり。即ち半額は3 ケ月月賦にて取 

立て以後暫時停止し六ケ月勤続したるものに限り

注( 1 3 )前掲，職工組合内則，前提史科第1巻，105〜106頁。

( 1 4 )廣商務お編m 本綿糸妨廣記制祐2 , 各論，第7 章，前掲史料第1 巻，121^6
( 1 5 ) 前提，記ポ，前掲，史料第1卷121貝以下参照。なお明治20年における肋績女工め移動現象については, 藤林敬三 r明 

治20%:代における轨め女工の移動現象についてJ, r三由学会難詰:J第37卷第プ'号，昭和1S坪，明^̂ 史̂料研究迪絡会編「明 

治前期の51̂働問励，御茶の水書房，1960年，所収。
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(16)
特に賞与として残額を与えたりj 。

原生的労働関係は，綿肋擴業においてもっともはげ 

しく現象し，従って工場法はまさにこのま業を対象と 

して具体化する必然性をもっていた。

( 4 )

明治;L0年代から20年代にかけて，製糸業およぴ綿練 

績業を中心とする原生的労働関係展開の過程で，次第 

に工場法についての関心がたかまり，農商務'# は，明 

治15年早くも職工条令および徒弟条令の立案に着手し 

たといわれる。明治20年に至って成立した職工条令は，

従来の職工取綺法から職工保護法への推移を示しては ’

いたが，労資対立がようやく現庚的なものとなろうと 

しているとき，時期尚早を唱える実業，官界の反対意 

見が強く，商工会議所を‘はじめ一*般 t i l命もまたその制 

定には賛成しなかった6

日清戦争後，劣恶、な労働条件の下で労働運動が激イ匕 

し，労働争譲が頻発するに従い，これにたいする対策 

として，ようやく世論の注目するところとなった。明 

治29年秋, 政府は第1 回農商工高等会譲に，『職工ノ取 

蹄及保護ニ関スル件J を諮問したが，贊否両論で，そ 

の結論は明らかではない。明治30年 4 月3 0日の記録に 

よれぱ, 農商工高等会議は，佐野常民を議長として，

大：t 喜A 郎, 藤田伝三郎，原善三郎，益田孝，中上川 

參ニ郎，波沢栄一等，当時の実業界の有力者と，安藤 

太郎，金子堅太郎，添旧寿一等の政府関係者から成り，

大体において財界は工場法制定に反対，政府関係者は 

ややこれに同情的という状況であった。添旧寿一の見 

解は， ヨーロッパ先進諸国の歴史的経験に徵して，エ 

場法は社会政策の見地から必要欠くぺからざるものと 

なっているとしている点が重要である。彼はまず国家 

的晃地から，つぎのようにのぺている。

r此所謂鉄工ノ取綿リ及ビ保護ニ開シマシチハ，

既ニ各製造国ト云プモノハ色々ナル苦心ヲ致シマ 

シチ今日デハ随分喧マシイ問題デアリマスルケレ 

ドモ殆ンド確定シタル問題ト中上ゲチ宜イノデア 

リマス，凡チ此職工ガ機械ノ間ニ立ッテ働キマス

注(16) I•鐘糊妨績株式会社来京本社史L 前得，史料第1 巻，124直。 i
( 1 7 ) 法^̂^̂栄-^伝記資料, 第18巻，102JI；以下参照。

( 1 8 ) 岡突 rエ堤法論j をみよ。

(19) r第1 回典商工高等会譲議ijf速記劇，Gjg治2神 10月24日）G做:]!条令制定に対する賛成意見] 前揭史科，m巷, 
180-182K#m o '

' ( 2 0 ) 上海，〔職工条令に対する反対意兄〕，前掲史料, 182〜183な参照。 •
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ルト云プ今日ノエ場組織ト云フニナリマスレバ余 

程社会上ョリ又ハ衛生上ョリ道徳上ョリ種々ナル 

弊害ヲ見ルヤクニ至リマシタノデ，即チffl家ノ自 

衛ト云ヒマスル々国家ハドウシチモ棄置カレヌト 

云フ弊害ヲ晃ルュ至ッタノデアリマス，例へバ未 

ダ発達ノ十分ナラザル幼者ヲ使フト力，或ハ将来

母トナ.リマスル所ノま女子ヲ使ヒマスル.ト力......

是レハ雇主ガ使役スルノミナラズ，本人ガ進，ンデ 

使役サレルノデアリマスルガ，併シ国家ガ健全ナ 

ル国民ノ発育ヲ針ラネバナラヌト云フ所カラ見マ 

スルト輔々シク棄置カレヌ種々ナル弊書ガ生ズル
(1 9 )

ノデアリマスJ 。

注目すべきことは，労働者保護が，「国家ノ自衛 J 

上必要であることが力説されていることである。この 

場合， I■国家ま衛j というのは，国防上の必耍，いわゆ 

る兵員確保の観点ではなく，有機体としての国家の存 

立という意味であることは,彼のその後の発言を読ん 

でいくと明らかである6 そのなかには防的，軍事上 

の配慮という解釈も成り立ちうるが，概して添田の発 

言は，産業的見地を背景に，国家共同体的な発想から 

であることは， たとえぱ，「■まガ健全ナル国民ノ発 

育ヲ計ラネバナラ.ヌJ としているところからも竊い知 

ることができる。軍事上的，0 防的な観点よりは，こ 

の段階ではむしろ産業的’経済的な見地が濃厚である 

といえよラ。

その経済的な見地について，添、10はつぎのようにの 

ベている。

「英国ノ資驗ニ徴スレバ,却ッテ日曜ノ休暇ヲ厳

ュ守ッテ居ルト職エノ製造カノ方ガぎンデ居ル

コトハ経済学者ノ研究上! E拠立チラレマス……唯

一時ノ算盤玉カラミ'^シタナラバ不利益ト云プ事

ガアリマセクガ永久ノ事ヲ打算シマスルト,必ズ

シモ損失バカリデハナイト云フ事ハ此内ュ含マレ 
<20)

テ居ルノデゴザイマス........_U

ここには明らかに，労働力保全が社会政策の本貧で 

あり，労働力の価値は，工場法によって貫傲すること 

を示唆している資本主義的再生ま構造のなかで，労 

働力を長期にわたって維持培養されるべき商品として

【ゴ̂タみ；4■め̂ ^ 乂 お ル め け .パみ，ふ〜■て'乂乂.ルが:■'V■パか
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祐3 tDl廣高！:高.会議譲ホ:速記録（明治セ律1 月10日記録)，前掲, 史料,' 祐3 巻, 185H, 
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把える彼の観点が，たんに経済的見地という狭隙な視 

角 で な く ，国家の存立に深くかかわるものとして論 

じられているところにffi大な意義があると思う。 r丧 

シ又此書ガ甚ダシ力ラザル二方ッチ相当ノ立法セラレ 

チ置ク’ト云フコトハ是ハ私ハ国家ノ義務デアルト深ク 

信ジチ居ルノデゴザイマスJ と。

これにたいして，当時の産業資本家代-ま，波沢荣ー

の発言はまことに対照的である。 ‘

「職工ノ使役方ニ付チ例へバ幼者ノ衛生健康ヲ妨

ゲル程ノ程度デ使フトカ云ウヤウナコトハ，吾々

ノIT：場デハ先ゾナイト思ヒマス，或ハ時間ノ事ュ

付チモ欧巴人ナドハ，極ク健康ヲ重ンズル風習ガ

ア、リ，又サウ云フ法律モ行ハレチ居ル国力ラ比較

シタナラバ，働ク時間ガ長イトイフコトハゴザリ

マセク，左リナガラ大抵其職工ガ堪ヘラルル時間

ト申シチ宜イ，又夜業ハュカヌト云フコトハ，如何

様人間トシチハ恨トハ性質ガ逸ヒスルスラ，昼

ハ働イチ夜ハ寝ルノガ当リ前デアル，学問上力ラ

云フトサウデゴザイプヤウガ，併シー方カラ云フ

ト成ルべク間断ナ'ク使フテ行ク方ガ得デアル，之

’ ヲ間断ナク使フト云フニハ夜業ト云プコトガ経済

的ニ適ッテ居ルト云プコトモ，云ヒ得ルト思ヒマ

ス。… 算盤ノ上デ利益デアルカラ，ヤッチ居ル，

為メニ衛生ノ上カラ云フト，害ガアッチ職工ガ段

々衰弱シタト云フぎ実ハ，能ク調査ハ致シマセヌ
(21)

ガ，マダ私共見出サヌノデゴザイマスJ 。
興味深いことに，この陳述にはニつわ重要な論点が 

秘められている。ひとつは大企業経営者としてのそれ 

であり，他は，資本家的合理性，利潤追求を最高至上 

の命題として生きる資本家的精神の体想者としてのそ 

れである。「職工モ多イソハ三千人少ナイノハ百人以 

上使フテ居リマスJ とい.うま現からうかがうことがで 

きるように，主として大資本の利益を代まする彼にと 

っては，この時点では，工場法に賛成することはでき 

ず，工場法制定の必然性を裏づける根拠を真向から否， 

定している点に注目する必要があろう。

以上にみるように，工場法制定にかんする農工商高 

学会譲での討論は，開明的な宜僚添旧寿一の賛成意鬼， 

大資本家淡沢栄一の皮対意見に代表されるように，真 

向から対立するという状況であったが，反対論の議論 

の主流をしめたものは，日本の実情に適しないという

見解， [故ニ此法度ノ立ット 5^フコトニハ反対ハ致シ 

マセヌガ，唯一偏ノ道理ュ拠ッチ欧羅巴ノ丸写シノヤ 

ウナモノヲ設ケラルルト云プコトハ絶対ニ反对ヲ申上 

ゲタイJ という渋沢の意見，そしてとれは，.大倉喜ノ、 

郎のつぎの意見にもよくあらわれている。 .

「一*体工人ヲ保護致シマスルト云プコトハ，幼者 

ナドヲ使役致シマスト，殊ニコレハ人類全体ノ上 

デハ必耍ナコトデアラウト思ヒ .マスカラ，. 強チー‘ 

図ニ反对シマセヌガ , 此法#ヲ組ミマシチ之ヲ実 

施スルト云フコトニ付キマシチハ，.大ュ時 ，,ト場合 

ガアラウト思ヒマスルノデアリマス，欧羅巴ノ数 

百年工業ノ発達シタ国ノ法律ヲ，是 ヨリ稍発達七 

ソ トスル東洋ノ島国ノ此日本ュ持 ジチ来チ直グニ 

制定スルト云フコトハ，余程考へナケレバナラヌ， 

且ツ危険ガ多イト私ハ考 'マス‘ . ‘ ' . . J。

これらの陳述は，明治20年代末期の工場法間題にた 

いする資本家= 経営者伽の心理的侧面をよく伝えてい 

るといえる:e あろう。全体として，工場法制定反対の 

空気が濃厚であったにもかかわらず，第 3 回農商工高 

等会議は，「此等工業主職工間ノ関係ヲ視ルニ親睦協 

和恰モ家族飾弟タルガ如キ情諧漸ク去チ隨級的差參 

間隙稍々其ノ跡ヲ現サムトセリ是レまニ工場工業ニ 

伴フ所ノ必然ノ結果ュシチ之ヲ各国ノ歴史ニ徵スル 

ニ皆然ラザルハナシJ という現状認識と， r♦ヤ 情 誰  

ノ関係既ニ衰退シテ之ニ代ルぺキ法律上ノ関係確立セ 

ザルヲ以チ雇者被雇者ノ親律頗ルま乱シ雇者ハ披雇者 

ノ転々移動スルニ苦シミ彼雇者ハ亦往スニシチ雇者ノ 

圧抑ニ屈従スルノ悲境ニ沈治スル者ァ!;誘拐争媒ノ弊 

既ニ起リ教唆激要ノ風漸ク行ハレソ トス此ノ時ュ当リ 

之ヲ一般ノ趨勢ニ鑑ミ之ヲ本邦ノ実情ュ照シ大体ノ法 

規ヲ設ケチ二者ノ関係ヲ律シー面以テ工業者ノ為二其 

ノ事業経倉ノ確実整正ヲ闻リ一面以チ労力ノ強健風儀 

ノ保持ヲ企ツルモノ是レ我工業ヲシヲ•健全ナル発達ヲ 

遂ゲシムルニ最必耍ノ事業トス是レ本法ノ制定ヲ要ス 

ル所以ナリ」とする理由によって，工場法案を諮間する 

力’> , との制定理由についての前文には， 2つのモティ 

- フを認めることができる。t K iつは,工場法をもゥ 

て，労働者の移動を規制するいわゆるr労動者取输り 

法J とする観点であり，他は， r労働者保護法 J の祝 

点である。イギリスにおける工場法制定りモティーフ 

が，もっぱら [労働者保護J の観点から導き出された
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のにたいし，わが国の場合, • ■ サ働者保護法J と r労働 

者取縮り法J の 2 つの観点に分諷したことこそ，社会 

政策における r日本的特殊性J を形づくるものであっ， 

た6
第 3 回農商工高等会議において諮間された工場法案 

は，第-^章総則, 第二享工場，第三-章職工，第四®徒 

弟，第2 ：享監督，第六ま罰則から成り，全文四0 条か 

ら構成されている。これが発表されるや，労働組合期 

成会は，その機関紙 r労働世界■!において主要な条文 

の検討を行い，克明な批别を展開している。

まず，との法案は，「21：十名以上ノ職工徒弟ヲ使役 

スル工場J を対象とすると棋定しているのにたいし， 

r労働世界J は， rゆ正案j と して r此ノ法律ハ諧種 

ノ原動力ヲ用ヒ又ハ31名以上ノ職工及徒弟ヲ使役スル 

工場ニ適用スJ を提案し, その理由もして，「我々職 

エを以て見れぱ衛生，労働時間, 親棒，風儀又は教育 

參の諸点に就いては，小工場に於て其弊害とする所多 

きを見る， ，故に大エ場に対して労力の健全風儀 

の保全を求むるか為めに制の要あらしめば小工場に 

対しては尚幾層の要ありと云わざるぺからず況んや小 

工場に使役せらるる職工徒弟の数は大工場の職工徒弟■ 

の数に比して優るあるも劣る所なきをやJ とのべてい 

る。

期成会の疑問は，きわめて妥当なものセあることは 

明らかである。いま明治30年を例にとれば, 職工10人 

以上の工場，7 3 1 7 ,このうち，職工30人以上の工場は， 

3 1 6 5 ,職工数についてみれぱ, 前者は440,556 人，後
(2 5 )

者は 370,250人であった。すなわち，工場規模におい 

て，10人以上30人未満の工場が7317 — 3165 ニ 4152で, 

全:！:場の約60パーセン卜を占めていることがわかる。

この規摸の工場および職工数のうち，繊維ま業の占め 

る割合は，工場数については，生 糸 （2,40 6 ) ,綿糸(94), 

燃 糸 （20 ) ,麻 糸 （I4) , 毛 糸 （1 ) で，計253S工場であ 

り，また職工数は, 生 糸 (113.832),綿 糸 （63,0?7),燃  

糸 （1,719) ,麻 糸 （2,75 4 ) ,毛 糸 （30 0 )となり， 計181, 

6 8 2 である。工場数において，約28バ一セント，職工 

数において , . 約40パーセント強であったことがわかる 

このような狀況のなかでほ十名以上ノ職工徒弟ヲ使 

用スルエ揚J とは, まことにま々たるものであり，総 

則第一条からして，この法案は，工場法たるの実を失 

わせるものであった。

さらに第十条について，法案は， f十四歳未満ノ III 

エハ一日十時問ヲ超へチ使役スルコトヲ得ス，但シ特 

別ノ事由アルトキハ当該官庁ノ許可ヲ受ヶ之ヲ延長ス 

ルコトヲ得J としているのにたいし, 期 成 会 案 は ， 

「一 日八時間ヲ超ュテ使役スル，ア得ズJ と修正する 

ことと，さらにこの後に，「十四歳以上ノ職工ハー日 

十時間ヲ超へチ使役スルコトヲ得ズ，但、ン非常ノ場合 

ニ於チハ当教官I t  ノ許可ヲ受ヶ之ヲ延長スル事ヲ得J 

という修正案を提議している。また第十一条について 

は， r少クトモ- ^ ヶ月二日ノ休瑕及一* 日一*時間ノ休撒 

を修正し， r毎日曜日及一^日一時間ノ休憩ヲ与7 ペシJ 

として，国際的な労働法規定の水準を維持すべきこと 

を強調しているのは，当時の日本の労働組合運動指尊 

者の見識を示すものというべきであろう。

以上のょうに，贊否而論の農商工高參会議の[工場 

法案j にたいし，明治35年 月 ，農商務省は，「工場 

法案ノ要領J を発表したが，これは，'農商工高等会 

提出の法案にたいする!^正案としての意除をもつとと 

もに，法案作成当事者として, やがて公けにされ,譲 

会に上提されるべき工場法案の予傭的作業として，往 

目すべきものであった。その主耍な条項について檢討 

する必要がある0 

第一法令適用ノ範囲

甲工場法ヲ適用スル工場ハ常時三十人以上ノ職 

エ徒弟ヲ傭使スルモノトス但官公立及公立ノ 

工場ヲモ包含スルコト。

農商工高等会議の法案が， I■五十あ以:上ノ職工徒弟 

ヲ使役スル工場ュ適用」され，労働組合期成会案の修 

正が，「五名以上ノ職工及徒第ヲ使役スル工場ニ，適用J 

されるのにたいし，この法案は「常時三十人以上ノ職工 

徒弟ヲ傭使スルJ とあるように，明らかに，工場法案 

の作成そのものにはげしく反対する勢力，あるいは一 

般世論にたいする配慮をみることができる。

つぎに重要なものは，「職工徒弟ノ年齢ノ制限J であ

る,
第四職工徒弟ノ年邮ノ制限

十一歳未満ノ者ハエ場ュ於チ傭使セシメザル 

コト。但シ胁令ヲ以チ向フ十ヶ年問左ノ如キ 

猶予ヲ与‘フルコト

満A 歳以上ノ者ハエ場法施行後一ヶ年ヲ服リ， 

満九歳以上ノ者ハ次ノ三ケ年ヲ限り，満十歳

注( 2 4 ) 労働組合期成会r工場法おュ対スル意m書』（明治31袖 0月），前海, iii料第3 巻，194づ 99H參照。 

( 2 5 ) 農B'6務称® r全国工場統計表j , 前お，史料，览10巻，126直。 .
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以上ノ者ハ次ノ五ケ年ヲ限リ傭使セラルルヲ 

得ルコト。但シータビ傭使セラレ得ル年齢ニ 

達シタル者ハ爾後本文ュ抵触ス ル 至ルモ仍 

傭使ヲ妨ケサルモントスJ 

この規定は，レ、わぱ工場法施行にともなう移行措置 

ともいうぺきものであるが，問題は2 つにわかれる。 

ひとつは， r十一歳未満ノ者J の傭使を參止したという 

点では，奥商: t 高等会議提出の法案よりは前進的であ 

るが，i 6 ケ年もの猶予期間をおき，謝実上，以後10ケ 

年 間 ,》歳以上の児童の雇用を合法化するという点で 

は,最初の規定の効果をいちじるしく減殺するもので 

あった。しかしもっとも注目すべき親定は，深夜労働 

の禁止および労働時間の制服についての親定であろう。 

第五項は，徹夜業の制限についてつぎのように規定し 

ている。

第五徹夜業ノ制限

十六歳求満ノ男女又'、•满十六歳以上ノ女子ハ 

午後十時ョリ午前四時ニ至ル間，工場ニ於テ 

傭使セシメザルコト,但シ左ノ例外ヲ設クル

ゴ ト .
一 夫災事変ニ際シテハ動令ヲ以テ一時此制 

眼ヲ撤去スルヲ得ルコト 

ニ動令ヲ以チ特種ノ事業及臨時，業ノ繁忙 

ナル場合ュ関スル除外例ヲ規定スルコト 

三モ場ニ於チ職工徒弟ヲニ金以上ュ分チ , 
交替ニ傭使スル場合ニシチハ，勒令ヲjiHr 

左ノ如除外合ヲ A きA /レふ!'
満十H 歳以上十;;^歳未満ノ男女及満十六歳以 

上ノ女子ハ午後十時ョリ午前四時ニ至ル間 

雖ドモ工場ニ於チ傭使ス/'レi f 'いレふ；：, 但シ 

工場法施行後五筒年間ハ満十一歳以上十三歳 

未満ノ男女ヲモ傭使スルコトヲ得ルコト 

四前二号ノ場合ュ就チハ職工徒弟各組交替 

ノ時期就業時間休憩時間及休日ュ関スル特別 

の規定ニ従フヲ耍スルコト（傍点弓I用者)。 

ここには, 前文におぃて，徹夜業が側外規定である 

ととをi g ぃながら，しかも条項におぃて誤定された 

•■満十三歳以上十六歳未满ノ男女及満十六歳以上ノ女 

子J ゼ、，★に午後十時から午前四時の深夜をも雇用し 

うるぱかりでなく， I■工場法施行後21：筒年問ハ,满十 

歳以上十三歳未満ノ巧女ヲモ傭使スルヲ得ルコトj

( 2 6 ) 來京商業会議所！■：[：場法案調查資料j  (明治36年1 月:) 
に関する説明J 参照。

と規定するに至っては,工場法そのものを有名無実化 

しようとするものにはかならなかった。

だがこれにたいしで，法案作成当事者たる農商務省 

の』エ■ 法案ノ耍領J は，社会政策としてのエ填法 

本質に迫る発言を行っているのはまことに興味深いも 

のがある。

I■而シチ此種類ノ工場ュ於キマシテハ第一*ハ栃績： 

業, 生糸織物其他繊緯的ニ厲スル工場ニ於キ•^シ 

チハ主トシチ女ヲ使ゥ所ュハ必ス子供力伴ッチ居 

ルト云フ事実ハ争フぺカラザル事実デアリマス。

女ノ数ガ総テノ職:！:数ニ对シチ三分ノニアリマス。 

之參ハ外国ニ較へチモ著ィ特例デプッチ併ナガラ 

外国デモ工場ュ関スル法令ノ出来ク始メパ英吉利 

デハ千A 百十年頃，今カラ九十年モ前ノ状況ヲ見 

マスルト矢張斯様ナル状況ヲ呈シタノチ，ス ,

此{ iハレチ居ル寄宿シチ居ル者ノ幸不学モ分レル 

ノ デ ス 0其他子供ノ使ヒ方ュ付ィチモ，制限ヲ 

設ヶテ改良ヲ計ルト云フ事ハ労働者社会ノ進歩若 

ハ平和ト云フ侧カラ見チモ必要デハプリマセヌ力， 

何トナレバ彼等ノあ活ヲシチ往々ーノ資本ハ健全 

ナル身体デアル,之ヲ今日ノ假二委ネチ往クナラ 

バ，他日社会ノ厄介ニナル者ガ多数生ズル若ハ平 

和ヲまス所ノ源トナル所謂窮スレバ乱スルト云プ 

値モ持ツコ‘トデアリマスルカラ労働社会ノ享福平 

和ト云フ侧カラ見テモ漸次ュ之參め弊書ヲ爆正ス

ルコトニ着手シナケレバナルマイト思フニ‘ .. j。

それにしても，，このような社会政策理念とは反対に， 

現実に作成された「工場法案ノ要領J の内容の前 

性は，まにおと，’ろくべきものがあろう。果せる力、な， 

第二六議会に提出の工場法案は，こうした前近代的性 

格を明確ら反映するものであった。明治43年にこの提 

案理由として，つぎのようにのべられている。 r工業ノ 

進歩ニ伴ヒ婦女子及幼少者ノ健康ヲ保全シ其他工業上 

ノ弊害ヲ予防シ狭序アル事業ノ発途ヲ因ルノ必要アリ 

是レ本案ヲ提出スル所以ナリj p しかしながら，この第 

ニ六議会に提出された工場法もまた多くのず盾をはら 

むものであった。これをめぐってはげし1/、贊杏商論が 

辰開され，幾多の論議ののち，明治44年,第27帝 譲 会  

において成立し，大i E 5 年から施行されることとなゥ 

た。この社会政策学会第1 回大会は，明治40年，まさ 

にこの論議が喧しかった期に行われたものであり ,

(前揭史料，第3 巻, ' 202貝。r廣商務翁の『工場法案ノ耍領i
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廣商務'#  r工場法案ノ説明J (明治43年10月)，前揭史料，第3 巻，210^0 
同上，211%^
同上，212-3Kc 
同上，213頁。
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工場法制定の動きに大きな柏Ifjをかけ，あるいは影響 

をあたえるものとなった。ではその工場法運動は，具 

体的にどのような展開を示したのであろうか。

( 5 )

明治43年，農商務省から，工場法案について諮問さ 

れた生産調查会は，政府立築の工場法案の趣旨説明の 

ために，「工場法案の説明j という文書を作成し，生産 

調査委員会に配ホしたが，これによって，この工場法 

の意図するところを，きわめて明瞭に読みとることが 

できる。

「説明」はまず，工場法案の総論的部分として，エ 

業上の弊害に言及し，これをつぎの二種に大别する。

B 工場設備ノ不完全ニ基クモノ， 職エノ不当使役

ニ基クモノ :

とくに，t ：)がB よりもしぱしぱ等閑に付せられ易い 

事態を指摘し，つぎのように指摘して工場法の必要を 

力説する。

「而シテ職工ハ機械ト異リ容易ニ之ヲ解雇シ，無

償シ，無償又ハ僅少ノ費用ヲ以テ新暮ノ者ヲ補充

スルコトヲ得ノレヲ以チ，工業主モ遽ニ職工待遇上

/ 改善ヲ試ムルモノ鮮シ，然レドモ如斯ハ特ニ発

育期ニ在ル婦女幼少者ノ健康ヲ售シ終生又恢復ス

ル二期ナキ心身上の缺格ヲ生セシムルノミナラス，

延イチ其悪影響ヲ後世ニ波及シ，軍国トシテ健全

ナル壮丁ヲ招募スルコト能ハサルカ如キ外国ノ事

例ヲ我国ニ現出スルコトアラハ，工業ノ勃與モ，

輪出貿易ノ伸長モ却チ国本ヲ殆クスルノ因タルへ 
C27)

キヲ虞ルJ 0

ここには，産業的見地よりはむしろ軍事的見地が濃 

厚にみられ，軍国としての強健な壮丁の必要性が-拆え 

られていることに注目しよう。それと同時に，徹夜業 

の及ぱす悪影響について指摘されている。

r本邦工場ノ现況ヲ見ルニ職エノ就業時間ハ製絲 

織物ノエ場ュ於チ最モ長ク，殊ュ殆ント全部女工 

ュシテ其ノ最長ナルハー日十七時間以上ニ速シ，

每月- -定の休日ヲ設ケサルアリ，且ツ作藥ヲ職工 

ノ賞金競争ュ委スルヲ以チ，食事ノ際ノ如キ最終 

ノ嘯下ハ，半坐半立ノ状態ニ於チ為スヲ常トス，従

ッチ就業中ノ休憩時ナキカ如シ，昼夜交替ヲ行フ 

妨績ノ如キハ平常就業時間ハ十二時閩ナリト雖モ， 

徹夜ニ原因スル疲労甚シキノミナラス，睡眠不足 

ナルト身体ノ究育上至大ノ関係アル日光ヲ受クル 

コト少キトユ依リ，栄養不良 ,貧血ユ赂リ，多クハ 

体量ノ減少ヲ来スニ至ル，数種ノエ場ユ於チ徹夜 

業ト体重増減トノ関係ヲ調查シタル成績ユ依レノ、， 

夜業-^週間以内ユ於ケル体重ノ減少少モ数十 :&
ニ達シ甚シキハニ苗なヲ超過スルモノアリ J o  

しかも注目すべき.事実として，このような酵寄の結 

果，摇病者の最も多い産業として，「助績， 毛斯倫 

( モスリン)，木綿，純，麻ノ織物及陶磁器，『セメント』 

等ノエ業ニシチ比較的少数ナルハ製絲，細織物ノエ業 

ナリ而シチ二三ノエ業ヲ除ク外メ、病者ハ女工ニ多ク， 

創傷者ハ原動力ヲ使用スル工業及機械工業ニ於テ男工 

ニ多キヲ常トスJ という状熊であったことを記しでい 

る。すなわち，製絲r 網織物業よりは綿助績業におい 

て，男子よりは女子労働者に病者をみるとしているの 

であるが，とくに結核に注意をゼ^っている点が印象的 

である。 '
r工場法の説明」は,地方長官及工場調查委員等の 

報告，日本帝国死因統計および工場生活を経験した労 

{勤者の運命などにより，疾病の卖態を明らかにし，提 

出されようとする工場法が，緊急に不可欠であること 

を立証しようと努力している。

r調查吏員等，ノ現状ぐ就テ調查シタル所ユ依レハ, 
納績，織物等ニ在リチハ職工千人ニ&甚シキハー 

ケ月ユ四百人以上ノ病者ヲ出スモノアリ。 …， 

職工千人ニ付一日ノ診療数七A 十人ヲ算スルモノ 

稀ナラス, 次ユ其ノ病類ヲ調査スルニ，一般ニ消 

化器病其ノ他営養器病最モ多ク之ユ匪クハ吸器 

病，眼病, 脚気，皮I t病，泌尿生殖器病，「レウ 

マチス」等ユシテ，結核性諸病ハ妨績工場ニ於テ 

僅ニー rプロセントJ 内外ヲ算シ表面少数ナル力 

如シト雖モ，多クノエ場ニ於チハ慢性諸病及予後 

ノ疑ハシキモノハ可成速ユ解傭スルノ傾キアルヲ 

以チ之ヲ權病ま中二編入セサルモノト認メサルへ
(3 0 )

カラスJo

以上のような観点から，とくに助績業における女子 

の深夜業の制限および労働者の年齢制限さらに諸工業

82

■石; ^ ^ ホ; : ^ ? モ? ゾ;
' 'レ，-'.'.

注(27) 
(28) 
(29) 
<30)



.

社会政策学会史料集成編纂委A 会 監 修 f工場法と労働問題J

において工場法の対象となる工場規模の問題が大きな 

' 争点となったことはいうまセもない。工場法は，第 1 

条において，（1)原動力ヲ用フルモノ，（2)事業ノ性質危 

險ナルカ又ハ衛生上有害ノ盧アルモノ，（3)常時十人以 

上ノ職工ヲ使用スルモノ，として, 一応，その揉定は 

国際的水に達しているかの如くであるが，しかし，

後に大正五年A 月の工場法施行命奈第一享通則にみる 

ように，力、なり多ぐの職種がその通用から除外され，

長時間労働と低賞金の温床ともいうべきぎ細企業がそ 

の適用をまぬがれている事実は無視されてはならない。

しかし日木の工場法の特色は，そ の r但し書条項J 

にもっともよくあらわれている。すなわち，第 2 条前 

段において，「工業主ハ十二歳未満ノ者ヲシチェ場二 

於チ就業セシムルコトヲ得スJ と規定しながら， r但シ 

本法施行ノ際+ 歳以上ノ者ヲ引続キ就業セシムル場合 

パ此ノ眼ニ在ラスJ という条項を設けることによって，

前段の効力をはとんど真向から減している。本法施 

行時にすでに, 労働者力U 0歳に達していれば，まった 

く問題はないということである。明治44年成立したこ 

の工場法が，大正 5 年に施行されるまでの間，工場主 

は，おんじて12歳未満はおろか10歳未満の幼年労働者 

をさえ雇用することができたのである。なおさらに，

「行政官庁ハ軽易ナル業務ニ付就業ニ閱スル条件ヲ附 

シチ十歳以上ノ者ノ.就業ヲ許可スルコトヲ得j と規定 

されているが，この条項はまさに本工場法の年蹄制限 

の効力の骨抜きを企図するもののように思われる。

とれについて r説明 j には，つぎのようにのべられて 

いる。

r十ニ歳未満ノ幼者ノ使用ヲ禁止スルハ本条ノ精 

神ナリト雖モ,本法獎旋以後直二十ニ歳未満ノ者 

ノ使f f lヲ禁セン力，工業主中或ハ遽ユ不便ヲ感ス 

ルモノナキヲ保セサルヲ以チ，本法施行ノ際現ニ 

就業セルモノニ限リ，其使用ヲ継統セシムルコト 

ヲ認メタリjo

過渡的措置として弁明するかの如くにみえるが，イ 

ギリスま業プギ命のさなかに， ロバート，オーェンは9 

歳未満の児M の使用禁止を工場法に規定することをサ 

一 . ロバ一ト，ピ一ルに訴えたのに , 1819年法において 

は， 未満とされ，’オーユンの案よりは一■歩後退し

注( 3 1 ) r工場法施行令』（大正6 年8 月2 日）r官報JI (大正5 年 S 月3 日)，前掲史料，第3 巻，248直所載, 「工場法施行令j 
のうち，馆レ3条を参照。

( 3 2 ) 盤商務缴『工場法案ノ説明』，前掲，史料216~7直。

(33) r官報』第27回帝国議会缴譲院議事速記録第9 号，前揭，史料第3 巻所収；〔政府提出ノ r工場法案D , 以下，条文 

の弓I用はこれによる。

—— 8 3 ——

た形で現したことは周く知られている。これに比べ 

るならぱ, それ以後丁度1 世紀後の1910年の日本のエ 

場法は，工場法という名にかくれてそのま質を抜きと 

ってしまったものであったということができる。とり 

わけ， •■行政官庁ハ軽易ナル業務ュ付就業^関スル条 

件ヲ附シチ十歳以上ノ者ノ就業ヲ許可スルコトヲ得J 

としているのは，やはり年齢制限本来の精神に違肯す 

るぱかりでなく，名をあたえて実を蒲うものにはかな 

らない。

このように，年齢制限あるいは労働時間制限の本来 

の筑定の効力を r但し書きJ 条項を加えることによっ 

て減殺するという工場法案の有名無ま化の手法は，至 

るところにみられたの‘である。たとえぱ，

第 3 条工場主ハ十五歳未満ノ者及女子ヲシチー日 

ニ付十二時間ヲ起ュチ就業セシムルコトヲ得ス 

主妳大臣/、業務ノ種類ニ依リ本法施行後十5 ：年間 

ヲ限リ前項ノ就業時間ヲニ時間以内延長スルコト 

ヲ得

これによれぱ，政府が大lE 5 年から向う15年間， 15 

歳以上の労働者の労働時間を14時間とすることを公認 

したことにほかならず，もしこの時点12時間以内の労 

働時間のもとにあった労働者にとっヤは，労働条件の 

低卞を法的に規定したものにはかならない。しかも，

第 4 条工場主ハ十五歳未満ノ者及女子ヲシチ午後 

十時ョリ午前四時ニ至ル閩ニ於チ就業セシムルa  

トヲ得ス

第 5 条左ノ斧号ノー，こ該当スル場合ニ於チハ前条 

ノ提定ヲ適用セス但シ本法施行後十五年間ハ十四 

歳未満ノ者及二十歳未満ノ女子ヲシチ午後十時ョ 

リ午前四時ニ至ル間ュ於チ就業セシムルコトヲ得 

ス ，

一一時ニ作業ヲ為スコトヲ必耍トスル特種ノ事 

由アル業務ニ就カシムルトキ 

ニ夜間ノ業筋ヲ必要トスル特糧ノ事由アル業務

ニ就カシムルトキ

三 驻 夜連続 fp業ヲ必耍トスル特棚ノ -由ァル業 

務ュ職工ヲニ組以上二分チ交替と就業セシムル 

トキ

前項ニ揭ケタル業務ノ種類ハ主務大臣之ヲ指定ス
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さらに第六条には，つぎのように規定されている。 

すなわち，

第六条職工ヲニ組以上二分チ交替ュ就業セシムル 

場合ニ場合ュ於チハ本法施行後十五年間第四条ノ 

規定ヲ適用セズ

この0 条，3 ：条およぴ六条はきわめて複雑な相冗規 

定的関係を有しており，理解しがたいが，まず第六条 

は，第四条の効果をいちじるしく弱める結果となって 

いるととに注目しよう。要するに第六条の内容はいか 

なる産業であれ， 2 組に分って就業させるならぱ，大 

正 5 年から15年間にわたって第^^条の適用はまぬかれ 

うることであり，これによって，第四条の「満十五歳 

未満ノ者及女子j の， r午後十時ヨリ午前四時ュ至ル 

間J の深夜業は，まったく有名無实化することになる。 

第五条は，「前項ュ揭ケタル業務ノ種鎮ハ主務大臣之 

ヲ指定スj もあるように，おそらくは第一項および第 

三項にらいては,溶鉱炉作業を主とする鉄鋼業および 

金 属 ‘ 冶金業関係，第二項については，おそらくは綿 

勒績業を中心とする繊維座業がこれに該当すると思わ 

れるが，これらの親定は相互に矛盾するめみならず，

幼少年労働者の虐使をもたらす長時間労働，深夜作業， 

婦人労働者の夜間労働を合法化し，原生的労働関係を 

廃棄するものではなく，工場法の名の下に，労働条件 

の改善.reはなく，むしろ劣悪な労働条件を固定化する 

方向を示唆するものであった。このことは，休日，休 

瑕およびその他の労働条件の親定についてもいえるこ 

とであった。

国際的な基準からすれぱ，週 1 回の休日が普通であ 

'ゥたのにいたいし， .「十五歳未満ノ者及女子ニ対,シ毎 

月少クトモ二回ノ休旧ヲ設ケJ , 月 4 回の体日をあた 

える場合としては，f職工ヲニ組ュ分チ交替ュ午後十時 

ヨリ午前四時ニ至ル間ュ於チ就業セシムル場合_)とい 

う第五条のうち，とくに第一項第二号に該当する場合, 

すなわち， f夜間ノ作業ヲ必要トスル特種ノ ?}?由アル 

業務ュ就カシムルトキ」に必翁のものとしている。

以上のように，わが国最初の工場法の制定は，国際 

的最低基準にも逮することなく，むしろ工場法以前の 

状態を固定化し，これを法的に確認する形で行われ， 

これを批别する強力な労働祖1̂ 運勘をもたなかったた 

め，開明琪制的ニ恩患的色彩を帯びざるを；t なかった 

のである。第十冗条は，つぎのように媒定する。

f職工自己ノ l a大ナ過失二依ラスシテ業務上魚傷 

シ，疾病ュ播リ又ハ死亡シタルトキハエ場主ハ勉 

令ノ定ムル所ュa リ本人又ハ;It ノ遗族ヲ扶助スへ

シJo
r職工自己ノ重大ナ過失ユ依ルJ かどうかの認定は， 

ともすれぱ労働者伽にとって不利な結果を導きやすく， 

雇主責任の原理が確立していない場合には，労働者は 

しばしぱ全く捕償を得られずに解雇されることもあり 

うる己ノ重大ナル過失ニ伊ラスシチ J という規定 

の唆昧さにみられる立法の精神は，あくまでも專制主 

義であり，それは，労働者の雇入，解雇をめぐる問題 

において明確にうかがうことができるのである。

第十七条職エノ雇入，解雇，周旋ノ取输及徒弟ニ 

関スルポ頃ハ勒令ヲ以チ之ヲ定ム

この条項のもつ意味は重大である。いうまでもなく 

これは，労働者の李鸾や移動という労働市場的耍因の 

問題を，労働者の主体的な立場やこれを代まする労働 

組合の意志を無視して，国家権力が雇主の利益を代表 

す 形 で 前 ® に現われていることを意味する。その意 

味で，わが国最初の工場法は，労働者保護立法として 

よりも，労働者取綺り政策としての色彩を色濃くもつ 

もめであった。労働組合関係者はもとよりはげしく反 

对し，有識者がこれを批判したことはいうまでもない。 

社会政策学会第1 回大会において論議されたr工場法 

と労働問题J はとの鹿史的過程に鑑みて，どのような 

立場を表明したか，きわめて興味ある問題というべき 

であろう。

( 6 )

明治44年 2 月，上提された工場法は，第27帝国譲会 

において特別委貴会に付託された。委員会は，30人以 

上の職工を使用するものにその对叙を狭めたが，本議 ' 
会においてはこれにたいする批判が強まり，結局，エ 

場法の適用対象を15人以上の工場に拡大することを決 

定し，ここにようやく工場法は成立をみるに至り，大 

正 5 年から庚施されることとなった。この第1 回社会 

政饿学会での報告および討論が， 以上の歴史的経過 

を意識して行われたものであることはいうまでもな

三報告者が,その立場から工場法に賛成であったこ 

とはいうまでもない。金弁は，工場法の本質を，[労 

働者保護J であるとし， I■人が間々工場法論と云ふ题 

を避けて労働者保護論と云ふ週を撰ぶと云ふのは，華 

竟するに， つには此法の精神は労働者の保護にある 

と云ふ所に道きをおいてある所から起ったのである。

もう一つには工場以外に労働する者の保護をも#望す
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るが敌に此題名を下したのでありま'?/とのべている 

しかし金弁は，労働者保護と産業的見地との対立を 

いかに緩和するかについて， 「職工に対する保護を目 

的とする所の法津が余り保護に厚くして，保護を為す 

ことに熱心なる余り，保護に失して，終に工業の発達

社会政策学会史料娘成編纂委員会監修r工場法と労働問題j
(3 8 )

であるに於ておやですJ ,

他方，第二報告者旧鳥錦治は，金弁のように，歷史 

的 •理論的な必然性という論理セはなく，すなわち[ェ

場法を制定する事の必要と、、ふ事を工場法其者から説
(3 9 )

かずして，J ：場法以外から説くj といういわぱ道義論

を妨害すると云ふことがあったならば，是れ所謂角を 

攝めむと欲して牛を殺すに類するJ というのであ;  ̂
彼は 3 — 口ッパとりわけイギリスエ場法の麼史を論じ， 

日本におけるその制定は必至であるとして， r果して 

然らぱ工場法制定の必要あるや杏やと云ふ問題は既に 

今日の問題ではない，実はもう余程以前疾くに定って 

居る問題であると思う，何も工場法を作って今吏欧米 

諸国の真似をするのではない，其の制定は実に時勢の 

必要が之を促して居るのであろJ 。

だが注目すべきことは，工場法制定のモティーフを 

社会政策の主体としての国家のなかに求めているのを， 

つぎのように印象的に語っていることである。

r一個人の利益と云うものと，国家社会全体の利 

益と云ふものは必ずしも相一致し相耕行するもの 

ではない，® 家社会は個人の単に機械的に集って 

出来て居る所の染合体ではなくして，其れ以上の 

存在を有って居り，独立に存在して居るものであ 

る。而して此国家社会の利益と云ふものは，必ず 

しも一個人の利害と餅行しやしない. ' ‘ . . :j 。

ここにはドイツ新歴史学派の濃厚な影響をみること 

ができをが，同時に労資関係を純粋に契約関係とみ 

いる点が注目をひく。

[耍するに今日では企業家と労働者との関係が情 

i t 的よりは寧ろ冷然たる契約関係になって来て居 

るからして是に対して多少の法# に依れる，云は 

ぱ弱者の保護と云ふものが必要である，殊に況や 

此病者の中には到底己の利益を自ら保護するこ 

との出来ない者，自己の真の利益を自分で自ら確 

認することすら出来ないところの幼者並にぽ女と 

云ふやうな者が職工労働者の中に随分沢山居るの

的な立場に立ってはいたが，工場法の必要を主張する 

点では共通していた。

EH岛の論点は，一方において，「維新以来の日本の 

此の大和民族の政府の採りました所の経済策を見ます 

といふと，私は総てとは串しませぬが，どうも此の資 

本の保護，或は企業者の保護といみ方に片寄って居,り 

ほせぬかと思ふj というように，道義論的観点が一方 

においてみられるかと思うと，工場法以外，わが®唯 

一の社会政策として粟進所得税の効用を指摘しているC 
これこそ労働者にとっ て有利な立法であり★ r癒価が 

騰貴する, 間接税が殖える，そうして非常に労働者に 

貪担が重ぐなって居るJ という租税体系にたいして， 

ある種の修正を行うこととなったとしている。

以上二人の報告にたいして，桑田熊蔵は，官僚とし 

ての立場から，.工場法の内容について重まな論点を紹 

介し，社会政策の本質として座-業的見地と®防的見地 

の融合と統一を， ドイツの経験から導き出しているの 

は流石であり, 強烈である。 •

1■我国の政治問題と致しましては，内に在ては社 

会問題の解決，外に在てはffl防軍備の充樊，此ニ 

つの方針に依て，我国の経输ぱ立てなけれぱなら 

ぬのでありますが..‘…，先きに述べたる如く独逸 

の工場法制定の当時の資例が之を証明して居る， 

流石は独逸国である，sp備に全力を委した独逸で 

ありますから，徵兵梭查官の意見によって工場法 

を制定したが, 若しエ楊法なかりせぱ，精鋭なる 

軍隊は出来ないといふ考から，工場法を制定した 

のである，然らぱ我国に於きましても,仮令数十万 

順の軍艦が出来，二十個師0 の軍隊が出来まして 

も，其船を運転し其の兵隊に入る所の人か，若し

注( 3 4 ) 社会政策学会史料集成編寓委員会監集r工場法と労働問題j 
2 買。

(社会政策学会史料集成第1 巻)，御茶の水書房, 1W7ギ

(35) 前掲, 13Ko
(36) 前掲, 17貝。

(37) 前掲, 14Ho
(38) 前瓶 29Ho
(39) 前掲, 2 9 - so n ,
(40) 前掲, 33直。

〈41) 前掲, 39Ko
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工場法が無かった脆には，累々然たるものが皆染 

って，1?い顔をした弱い将ギが出来ませう， …‘ •• 

それ故に私は社会政策の見地を離れて，0 家問題 

として，工場法は制定の必要があると認めますか 

ら，此の工場法の問題は，只社会政策の問題に井 

ずして，我国の国運の前途に至大の関係ある者と 

思って，諸君の御研究を願ひたいのでございま
(4 2 )

以上の主報告をめぐって，いまや実施されようとす 

る: ! :場法について，来寶および会員から成る討論およ 

び報告が行われたのであるが，その論調は，大別して 

工場法制定を支持する者と，消極的あるいは積極的に 

せよ，これに反対する者とに分れていた。

山根正次は，医師としての立場から，添田寿一*は，

金弁および參旧熊蔵# と共通の認識の下に，「工場監 

督官制度の設f i " l )を訴えるとともに,労働者の住宅間 

題への世人の関心の重耍性を力説しているととが注目 

されcT ^。また福田徳三は，添田寿一*が，主従関係の 

上に立っ て, 労働間題の解決を主張したのにた\/、し， 

r主従の関係と云ふ事があるから労働状熊の向上改善 

が困難なのであるJ と主張し， '
r私は工場法問題に付ては，博愛慈善の念といふ 

必要は少しもない，毛頭微塵もない,工場法の間 

題は，主従の問題に非ず，博愛慈善の問題に非ず， 

做論王者の問題にも非ず，勒者の問題でも無い， 

そんな大きな王道だの博愛だのという様な立派な 

事を振り廻さずともみをなる我々の算盤玉の範M 

■̂ ?[11来るといふ事を私は確信するのである」（傍点 

引用者)。

高野岩三郎が,黎明期日本労働組合運励のバイオニ 

ア，高野房太郎の実弟として，工場法に資成であった 

ことはいうまでもないが，労働組合運励に重大な関心 

をもっでいたことは印象的である。

I■私はモウ一つの工場法の実施に付て卖際有力な 

る監督の機関となり得るものがあるといふ寒を確 

信します，それは即ち労働者の団結であります， 

労働者の団結は随分異論があるかも知れませぬけ

れども，私は工場法といふ者が，世の中に段々職工 

が増して来るにつれて，どうしても出て来なけれ 

ぱならぬ一つの立法であることを確信するが如く 

に，労働者の0 体，即ち職工組合（トレートへュュ 

オン） が矢張り出て来る，且つ出て来る事が宜い 

といふ事を確信いたします，此の職工組合労{勤者 

\/’、ふきが出て参って，これが工場法の実 

しモi f らませぬと，工場法の実施は，仮 

み 組 が 割 に !•きく行っ(で7芦りまt て 

も に 遍 女 に る こ 多 い と 思 ふ J (傍点引用者う。 

この高# の見解と密接に関速して，小軟塚言平次が， 

r労働局J .と f労働会譲J の設置を提案していること. 

が注目をひく。 '
r此の如く労働局や労働会譲を設くると云ふ事は， 

労働に関する事実を調查しまして，其結果として 

労働者を煽励する空論家の根拠を失はすると云ふ 

. 事も出来まするし，成は適切なる社会政策を行ふ 

の# 考ともなりまする，又之等の機関を設くれば 

労働者をして徒らに政府を敲祝するが如ぎことな 

くして，労働I t 会の人心を和らぐると云ふ様な効
' •  (4 8 )

能もあらうと思ひますJ 。

だが，この社会政策学会大会を通じて，学問的にも 

っとも密度の高かったのは，大会第2 日の冒頭に行わ 

れた京都帝国大学法科大学教授神戸正雄の講演であっ 

た。その内容は今日の水準からしてかなり高く，評価 

すべきものを秘めていると思われる。

彼はまず，工場法のみが，4•日 I■労働者保護の唯一 

の方法ではないJ として，国家的視点からみて労働者 

保護を二つの段階に分け，第一段を r労働者の自助的 

保護』， 第二段として「受的の労働者保護 J にわけ， 

自助的保護から説明をはじめる。すなわち，それは， 

「共同的なものJ と 「各個的なものj . とに分類する。 

■■共同的なもの」’ のなかには，同盟罷エ，職工組合お 

ょ.び産業組合，各個的なものとしては，労働者の資質 

の改善，品性の陶冶，衛生思想の涵養,貯蓄の奨励な 

どの労働者自身の主体的な意識にかかわることがあげ 

られている。

rちH3学会雑誌j 71巻 1 号ひ 978年 2月）

法(42) 前得，70-71K ,
(43) 前描，88頁。

(44) 前掲，94貢。

(45) t m ,  99H。

(46) 前掲, lOlHo
(47) 前提，106JU
(48) 前揭， lU Jio
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社会政策学会史料集成編纂委員会監修_/工場法と労働間題J

つぎに第二段として，（1〉企業者階級による保護，(2) 

国家による保護，（3)社会的保護，（1)については企業内 

福利施設，（2)の社会的保護については，賃金を工場法 

によって規定する必要があることをのべている。ここ 

にはまだ最低賃金制のことは明瞭にふれられてはいな 

いが， 「女工や子供の様なものがあって幾らか男の労 

働者の労後の当然上らなけれぱならぬものを制服する 

傾がありはせぬかと思ひます，労働者の福利を進める 

とV、ふ方からいっても，婦女子や子供の労働を工場法 

で制限する必要があると思ひま' / l とのべているのは 

興味深V、。ここにはすでに最低賃金制の思想が看取さ 

れる。

っぎに第：I Iに，労働時間，休憩時問,休日および休 

養の間題，第三に夜業，第raに労働者の食物および栄 

養状態，第五に工場設備および労働環境の問題，第六 

に労任カ者住宅，第七番目に浴場，洗:©および便所など 

の衛生施設, 第A 番目に教言，膜楽の問題，第九に医 

療施設，第十に労働保険と貯蓄，第十一番目に企業に 

よる年金あるいは追畔金を「労働者が死んだ場合には 

埋葬をやってやるとか，慰藉金をやると力、，別に大.し 

た事ではありませぬが，労働保险からでなく其以外に， 

企業者が之等の事をするのでありますと示唆してい 

る。

つぎに0 家の労働者保護については，（1)特に労働者 

に関するものと，（2)— 般的の性質を持ったもので労働 

者に重大の関係を持って居るものとにわけている。（1) 
については第一に工場法，第二に労働者保険法，そし 

て第三番目には，高野が主張した労働局および工場監 

督官の制度化，第四に仲栽载判所，第五に職工及び徒 

弟の教育をあげている。また②については，第一に選 

挙権，第二に一般の就学義務，第三に一般兵役義務,
-第 0 に移民政策があげられている。

つぎに(3)社会的保護についてであるが，神戸は，こ 

れをも間接的および直接的の二つに分けて論じている。 

間ぽ的社会的保護として，第一に一般世論，第二に社 

会主義 • 社会改良主義などの党派的な運動，第三にエ 

業および社会博物館などの社会施設，第四に慈善学校， 

ま接的な社会的保護として，第一に職業紹介所，第二

に安飯屋，安茶屋，第三に無料又は安寄宿舍安長屋， 

第四に電难 • 汽束賃の割引’ 第五に託児所，第六に慈 

恵病院，第七に貧民の夜学校，第八Vこ公園，第九塞:目 

に慈善救済金組合，第十番目に教貧院，第十一悉目に 

養老院をあげているa その内容fcっいて多くの批判は 

あるにしても，彼がいかに高い識見をもってV.、たかは 

明らかであるし，社会政策の本質を明確に把握してい 

‘ たことは，っぎの結びの一節からも窺い知ることがで 

きょう。

r兔に烤日本の労働者は西洋のに比して悪い状態 

に居る，前にいった通り，館康め者がニ年間耽績 

工場に居ったら身休が清れて仕舞ふ,ニ年間居ら 

ぬでも半年位でも激れる,それ故に社会は工場の 

労働者の供給の為めには追はれ通しであふ。詰り 

火を焚いて居る所へ焚物を抛り込む様な風に，旧 

舍の全な者を工場へ送りてドンドン殺しすり‘病 

人にして仕舞ったら，国民は消減してしまふ‘ . . ‘ .. 

消減はせぬにしてもそんな事は永くは続かぬ。あ 

く行くは丈夫な労働者を得る事が出来なくなって 

商工業の111際競上敗を取る様にもなる，咋日は 

国防上の論などもありましたが，それのみならず 

寧ろ特に労働者も人問であるといふ事に注意して, 
只盖を儲けるといふ事ぱかりに注意せずに，労働 

者も人間であるといふ事に注寧し！:，労働者を大 

切にして賞ひたいのでありま.

だが，工場法の制定にかんして, 人情論,涼風契俗 

論あるいは消極的な.態度をもってましたにせよ，そ.の 

多くは賛成論であったのに，ただひとっここに顕著な 

反対論をみることができる。帝国鼓道庁参事小林源蔵 

の •'帝国鉄道庁救済組合に就てJ であ ;5 。この^告者 

は，わが国においてもゥとも早い時期に制度化された 

国鉄共済組合0 ☆ 案者であるだけに，恩恵主義の観点 

から工場法を否定し，共済組合設立の必要性を示唆し 

たものであり，その工場法反対論よりも， 鉄共済組 

合がいかにして成立したか，その歴史的な経緯を明ら 

かにしている点で価値がある。

(経済学部教授）

注(4め 前 瓶 164直。

( 5 0 ) 前掲, 1 7 2直。

( 5 1 ) 前 徵 188^0
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